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エコキュート 省エネナビ

省エネルギー機器を設置する費用を補助します

電気式生ごみ処理機の購入に補助金が出ます
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　三豊市は、国の補助金を活用し「三豊市住宅省エネルギー連携推進事業」を四国電力㈱と連携して実施します。

　高効率給湯器「エコキュート」と「省エネナビ」を導入する費用の一部を補助し、家庭の省エネを推進するとともに

地球温暖化の原因とされているＣＯ2の排出削減に取り組みます。

　エコキュート（ＣＯ2冷媒ヒートポンプ給湯器）は、エネルギー効率が

優れ環境と家計にやさしい給湯器です。

　省エネナビは、電気使用料や金額、ＣＯ2排出量などをリアルタイムで

表示するため、省エネ効果がひと目で確認できます。

　●約１００戸

　●市内にお住まいで既築住宅に機器を設置しようとする人で、次の条件をすべて満たす人が対象です。

　　・エコキュートと省エネナビを平成２０年１月１５日までに導入できる人

　　・導入後３年間モニターとなれる人

　　（導入前１年間、導入後３年間、エネルギー消費に関するデータを提供していただきます）

　※すでに機器を設置済み、または工事に着工している住宅は対象になりません。また新築住宅も対象外です。

　エコキュートと省エネナビの導入費用（工事費を含む）の半額を補助します。（ただし上限３６万円まで）

　　　　　　　　企画課および各支所に備えている申請書に必要書類を添付して、募集期間内に下記申込受付場所まで

　　　　　　　　ご持参ください。�

　　　　　　　　※申込多数の場合は、抽選を行います。　

　　　　　　　　９月１４日（金）～２８日（金）　　午前９時～午後４時（土日祝祭日を除く）

　　　　　　　　三豊市役所　第３庁舎　２階会議室（豊中町）

　三豊市は、家庭から出る生ごみの減量と資源化を積極的に進めていくために、生ごみ処理機を購入し設置した人に対

して、その購入費用の一部を補助しています。

三豊市内に住民票のある人、１世帯１基

購入価格の２分の１以内で、２万円を限度とします。ただし、補助金の額に１,０００円未満の端数が生

じたときは、その端数を切り捨てます。

生ごみ処理機を購入する前に、商品のカタログと見積書および印鑑を持って、最寄りの支所市民サービ

ス課または環境衛生課で申請手続きをしてください。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

補 助 対 象



ドラム缶による焼却

　廃棄物の処理および清掃に関する法律により、廃棄物処理基準に適合している焼却炉以外でのごみの焼却は

禁止されています。

　家庭の庭先・事業所の一画・空き地等でのドラム缶による焼却、地面に穴を掘っての焼却やブロック積み等

での焼却は、基準を満たしていないので行わないでください。

　特に、住宅地での家庭や事業所からのごみ・草木・剪定くず等の野外焼却に関する苦情が後を絶ちません。

　「近所で草木を燃やして煙たい」、「窓が開けられない」、「洗濯物に臭いが付いて困る」、「体調の悪い人がいる

ので困る」といった苦情が、毎年多く寄せられています。

①河川・道路管理者等が除草した草木の焼却など

②災害等の予防、応急対策、火災予防訓練など

③正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事や塔婆供養の焼却など

④農林水産業を営むために行われる稲・麦わら焼き、焼き畑、あ

　ぜの草および伐採した下枝の焼却、魚網にかかったごみの焼却

　など

⑤落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くず

　の焼却など

　ただし、例外的に野外焼却を行う場合でも、安易に焼却せず、

周辺地域の生活環境に悪影響を及ぼすことのないよう十分配慮し

てください。

　法律に違反して、ごみを焼却した人は、５年以下の懲役もしく

は１,０００万円以下の罰金、またはこの併科となります。

　三豊市は、次のとおり市営墓地の墓所使用者の公募を行います。墓所の使用を希望される人は、墓所使用許
可申請書に必要書類を添えてお申し込みください。
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ごみの野外焼却は禁止です

市営墓地の使用者を募集します

　生活環境の悪化や健康被害につながる恐れのあるごみの野外焼却は、一部

の例外を除いて禁止されています。ごみは必ず決められた分別方法で出し

てください。

！

９月１０日（月）～２０日（木）(土・日曜、祝日は除く)公募期間

環境衛生課または各支所市民サービス課受付場所

久保谷霊園（三野町大見甲７１０６番地１）　５区画

詫間中央霊園（詫間町詫間７０５３番地１）　７区画

区　　画

久保谷霊園　　３００,０００円

詫間中央霊園　４０２,０００円

永代使用料

三豊市内に本籍がある人、または三豊市内に１年以上住所がある人申し込み資格

希望区画が競合したときは抽選選考方法

※申請書は環境衛生課、各支所市民サービス課にあります。必要書類・墓所の位置等、詳しくは左記までお問
　い合わせください。

個人の土地（宅地・

田んぼの一画など）

に墓所を設けるこ

とはできません
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生活環境を守るため、野外焼却をなくしましょう!

ダメ！！《ごみの野外焼却の例外》


